
個人事業者の住所登録についての注意点
（法人事業者は必要ありません）

変更又は新規の届出書の入手方法は、各店舗様が所轄の経産省に
電話で依頼又はホームページからダウンロードしてください。
全印協組合員様はすでに発送済みです。


